
病気や障がいのある方が、住み慣れた地域やご自宅で安心して暮らしていけるよう、 医師の
指示のもと看護師が生活の場へ訪問し療養上の世話、健康の管理、点滴などの医療処置、
服薬管理また精神面への支援をしていきます。

訪問看護ステーションあらかわ

Visiting Nursing Station ARAKAWA

訪問看護とは

ご利用開始までの流れ

サービス内容

訪問看護ステーションについてのご相談は 0561-56-2179（平日9:00～ 17:00）まで

介護保険を利用

ケアマネジャーへ相談

主治医が訪問看護指示書を交付

訪問看護ステーションあらかわと利用契約を行う

医療保険を利用

主治医や訪問看護ステーションへ相談

訪問看護計画に基づき訪問看護を開始

ご本人

主治医

ステーション

ケア
マネジャー

ご家族

健康状態の観察・助言

服薬管理

医師の指示に基づく医療的処置・管理

療養上の日常生活支援（清潔ケア・排泄ケアなど）

理学療法士等による訪問リハビリテーション

ご家族や介護される方への療養生活の相談・支援

褥瘡（床ずれ）の予防・処置

ターミナルケア

主治医や関係機関と連携を取り、
24時間365日体制※で支援します。

※事前に加算の同意が必要です。

訪問看護


